
○ 京都市鶏卵価格安定対策補助金交付要綱 
昭和５４年１１月 １ 日制定 

（趣 旨） 

第 1 条 この要綱は、本市区域内の養鶏農家の経営の安定を図るため、鶏卵生産者経営安定対策事

業の実施主体として農林水産省生産局長が公募により選定した団体（以下「事業実施主体」という。 ）

と契約する本市区域内の鶏卵を生産する者（以下「加入生産者」という。 ）に対する補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）

及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定 義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ 

  による。 

(1) 実 施 要 綱  鶏卵生産者経営安定対策事業実施要綱（平成２３年４月１日付け２２生畜第

２０６７号農林水産事務次官依命通知） 

(2) 価格差補塡契約  実施要綱第３の１の（３）にいう価格差補塡契約をいう。 

(3) 積 立 金  実施要綱第３の１の（４）にいう積立金で、加入生産者の負担するものを 

                いう。 

（補助金の額） 

第 3 条 補助金は、加入生産者と事業実施主体が締結した価格差補塡契約に基づき加入生産者が事

業実施主体に納付する積立金に対し、毎年度予算の範囲内において、加入生産者に交付する。 

２ 補助金の額は、前項の価格差補塡契約に定める契約数量に鶏卵１キログラム当たり１円以下 

で、別に定める額を乗じて得た額とする。 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条の規定による申請は、鶏卵価格安定対策補助金交付申請書（別記様式）に次の

各号に掲げる書類を添えて、毎年度２月末までに行わなければならない。 

 (1) 申請者と事業実施主体が締結した価格差補塡契約書の写し 

 (2) 前号の価格差補塡契約に基づく当該年度の積立金を申請者が事業実施主体に完納したこと

を証する書類 

（標準処理期間） 

第５条 市長は、条例第９条による申請が到着してから２０日以内に条例第１０条各項の決定をす



るものとする。 

（補 則） 

第６条 この要綱において別に定めることとされている事項及び、この要綱の実施に関し必要な 

 事項は、産業観光局長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和５４年１１月１日から施行し昭和５４年度分に係る積立金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年１０月３１日から施行し平成１４年度分に係る積立金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年１２月１日から施行し平成１６年度分に係る積立金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１月３１日から施行し、平成２３年度分に係る積立金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年８月１日から施行し、平成２５年度分に係る積立金から適用する。 



別記様式（第４条関係） 

 

鶏卵価格安定対策補助金交付申請書 

 

（あて先）京 都 市 長 
年    月    日 

申請者の主たる事務所の所在地 

 

 

 

申請者の名称及び代表者名（記名押印又は署名） 

 

 

電話    － 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により補助金の交付を申請します。 

申 請 金 額                              円 

積 立 金 額                              円 

契 約 数 量                              kg 

 

  注 この申請書には申請年度の価格差補塡契約書写しと積立金の完納を証する書類を添付して

ください。 


